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建 設 委 員 会 資 料 

都市整備部公園・道路担当 

都 市 整 備 部 建 築 担 当 

 

議会の委任に基づく専決処分について 

【報告案件１】 

１ 事故の概要 

 ⑴ 事故発生日時 平成１８年（２００６年）８月２２日午後３時１０分頃 

 ⑵ 事故発生場所 東京都練馬区中村南三丁目１４番先路上（交差点内） 

 ⑶ 事故発生状況 都市整備部建築監察担当職員が業務を終了して給油所へ向

かうため、庁有車で新青梅街道から北へ向かって上記交差点を通過しようと

したところ、一時停止の規制があり見通しの悪い東側の道路から相手方の自

動車が突然当該交差点に進入してきたため、ブレーキを踏んだが間に合わず、

相手方の自動車の左前部と庁有車の前部が衝突した。この事故により、相手

方の自動車の左前部のバンパー及びボディーが破損し、庁有車のラジエータ

ー、右前照灯、バンパー及びフェンダ等が破損した。 

２ 和解（示談）の要旨 

  相手方が被った損害２８２，１７７円、区が被った損害３３０，７８１円に

ついて、双方の過失割合（相手方８割、区２割）に従い、相手方は区に対し２

６４，６２５円を、区は相手方に対し５６，４３５円を賠償する義務があるこ

とを認める。相手方は、双方の損害賠償額を相殺し、２０８，１９０円を区に

支払う。 

３ 和解（示談）の成立の日 

  平成１８年（２００６年）１０月２９日 

４ 区の賠償責任 

  本件事故は、双方の安全確認が不十分であったことにより生じた事故であり、

本件事故のような事例では、区に２割の過失があるものと認められている。こ

のため、相手方が被った損害額の２割相当額について、区の賠償責任は免れな

いものと判断した。 

５ 損害賠償額 

  本件事故による相手方の損害額は車両の修理費２８２，１７７円であり、区

の過失割合は２割であることから、区の損害賠償額は５６，４３５円である。

なお、損害賠償金は、相手方の損害賠償金の一部と相殺した。 

 

 備考 

   事故後の対応について 

  ⑴ 所属長から関係職員に対する口頭による注意 

  ⑵ 所属長から分野内の職員に事故防止の徹底 

  ⑶ 都市整備部長から部内の統括管理者に事故防止の指導・啓発の徹底 



【報告案件２】 

１ 事故の概要 

 ⑴ 事故発生日時 平成１８年（２００６年）８月１４日午後０時２５分頃 

 ⑵ 事故発生場所 東京都中野区中野四丁目８番先路上 

 ⑶ 事故発生状況 区が管理する区道街路樹の枯枝が上記場所に駐車中の相手

方の自動車（タクシー）の屋根部分に落下し、当該屋根部分を破損した。 

２ 和解（示談）の要旨 

 車両の修理費３６，７５０円を相手方に支払う。 

３ 和解（示談）の成立の日 

  平成１８年（２００６年）１１月１８日 

４ 区の賠償責任 

  本件事故は、区道街路樹の管理が不十分であったことにより生じた事故であ

り、区の賠償責任は免れないものと判断した。 

５ 損害賠償額 

  本件事故による損害額は車両の修理費３６，７５０円であり、区に全責任が

あることから、区の損害賠償額は損害額と同額である。なお、損害賠償金は、

特別区自治体総合賠償責任保険により全額補てんされた。 

 

 備考 

   事故後の対応について 

   区道街路樹の剪定を、予定を早めて直ちに実施 


